
★かかりつけの主治医の先生や担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）にご相談して頂くか直接、訪問看護
　事業所『虹の橋』までご相談下さい。

★看護師がご自宅に訪問し、回数や自己負担額等についてご説明した上で、申し込みの手続きをさせて頂きます。

9：00 ～ 18：30
休　業　日

時間外、休日対応

緊急時対応

月 火 水 木 金 土 日
○ ○○○○○ ×
日曜、祝日　年末、年始休業

ご相談に応じます

休日、夜間等に様態に急変があった場合は
まず、かかりつけの医師にご連絡下さい。
又、お困りの際には訪問看護『虹の橋』に
ご連絡下さい。

営　業　時　間

訪問看護事業所    『虹の橋』
ＴＥＬ088-633-0800　ＦＡＸ088-633-6323
〒770-0847徳島市中島田町３丁目  60-1

　　　　　　　　　

訪問看護『虹の橋』ではかかりつけ医の指示のもとに、看護師が利用者宅を訪問します。
病状の観察、療養指導などを行うとともに、家族の方々と協力をして「看護」を行います。
利用者様が在宅での暮らしを少しでも快適で安心のできる療養生活が送れるよう私たち
訪問看護員がひとりひとりの状態に合わせた『看護』を提供していきます。

このような方がご利用できます
★　病気や怪我などで、寝たきりまたは、寝たきりになる心配のある方。
★　寝たきりではないが、自宅で継続して療養を受ける状態にある方。
★　難病、癌、カテーテル管理の必要な方。
★　かかりつけ医が、訪問看護の必要があると認めた方。　

⇒　お問い合わせ

★サービス内容のご案内★
★訪問看護師がご本人、ご家族と話し合い、かかり付け医と連絡をとりながら、
その方に合わせた看護計画を立てて、進めてまいります。
★　健康のチエック
★　状態の観察
★　清潔のケアー（清拭・洗髪・入浴介助）
★　食事、排泄の介助（必要時に浣腸、摘便等の処置）
★　体位交換・床ずれ予防
★　日常生活の介護指導
★　医療器具・カテーテル類の管理
★　リハビリテーション
★　かかりつけ医の指示の実施（床ずれ処置等）
★　在宅医療に関する相談、助言

訪問看護のお申し込み・ご相談

信頼・安心の出来る訪問看護を提供します。お気軽にご相談下さい。

利用できる方

介護保検の認定を受けた方。

病気や怪我により、主治医が訪問看護の
必要を認めた方。
（寝たきりの恐れのある方、通院の困難
な方、認知症の方、難病、心身障害の方）

要介護認定の異常判定、自立判定された
方でもご利用できます。

訪問看護事業所 『虹の橋』訪問看護事業所 『虹の橋』

電話 ： 088-633-0800　ＦＡＸ : 088-633-6323


